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市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
親
し

ま
れ
、
本
市
に
残
る
数
少
な
い
緑

地
で
も
あ
る
県
有
地
の
簡
保
レ
ク

セ
ン
タ
ー
跡
地
に
つ
き
ま
し
て
は

平
成　

年
の
閉
園
以
降
、
そ
の
活

１２

用
に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

　

こ
の
跡
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、

福
岡
県
に
設
置
さ
れ
た
簡
保
レ
ク

セ
ン
タ
ー
跡
地
利
用
検
討
委
員
会

が
平
成　

年
２
月
に
出
し
た
「
簡

１７

保
レ
ク
セ
ン
タ
ー
跡
地
利
用
の
基

本
的
方
向
性
」
の
中
で
、「
公
的
利

用
ゾ
ー
ン
」、「
民
間
利
用
ゾ
ー

ン
」、「
史
跡
ゾ
ー
ン
」
の
３
つ
の

ゾ
ー
ン
に
分
け
て
活
用
す
る
こ
と

が
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
九
州
歴
史
資
料
館
の
建

築
工
事
が
完
了
し
て
お
り
、
平
成

　

年
秋
以
降
に
開
館
さ
れ
る
予
定

２２で
す
。

　

こ
の
九
州
歴
史
資
料
館
は
、
九

州
全
域
を
視
野
に
、
福
岡
県
固
有

の
歴
史
や
伝
統
文
化
の
調
査
・
研

究
、
保
存
、
活
用
等
を
行
う
福
岡

県
文
化
財
保
護
行
政
の
拠
点
施
設

と
な
る
も
の
で
す
。

　

実
物
資
料
の
展
示
を
は
じ
め
歴

史
文
化
が
体
感
で
き
る
展
示
や
文

化
財
に
関
す
る
情
報
提
供
、
講
演

講
座
、
ま
た
、
出
土
し
た
遺
物
の

整
理
、
科
学
的
調
査
研
究
、
考
古

資
料
の
保
存
修
復
等
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
九
州
歴
史
資
料
館
の
建

設
は
、
民
間
利
用
ゾ
ー
ン
の
売
却

を
、
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
県
が
設
置
し
た
筑
後
小

郡
簡
保
レ
ク
セ
ン
タ
ー
跡
地
民
間

利
用
ゾ
ー
ン
活
用
委
員
会
に
お
い

て
、「
歴
史
と
緑
を
活
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
平

成　

年　

月
の
売
却
先
事
業
者
選

２１

１０

定
に
向
け
た
協
議
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

丘
陵
地
一
帯
に
残
る
史
跡
、
自

然
の
保
護
を
主
眼
と
し
て
整
備
さ

れ
る
史
跡
公
園
が
適
当
で
あ
る
と

し
て
、
遊
歩
道
、
休
憩
所
等
が
設

け
ら
れ
る
予
定
で
す
。

　

小
郡
市
議
会
で
は
、
こ
の
跡
地

の
有
効
活
用
に
つ
い
て
調
査
研
究

を
行
う
た
め
、
平
成　

年
９
月
、

１２

「
簡
保
レ
ク
セ
ン
タ
ー
跡
地
利
用

に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
を
設
置

し
、
こ
れ
ま
で
「
緑
を
守
る
」
を

コ
ン
セ
プ
ト
に
、
県
に
対
す
る
陳

情
活
動
等
を
行
っ
て
き
て
お
り
、

九
州
歴
史
資
料
館
の
誘
致
等
を
実

現
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
民
間
利
用
ゾ
ー
ン
に
つ

い
て
は
、
県
の
活
用
委
員
会
で
売

却
先
事
業
者
選
定
に
向
け
た
最
終

協
議
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
委

員
会
に
副
市
長
が
参
加
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
平
成　

年
３
月　

日

２１

２４

市
議
会
は
、
市
長
に
対
し
、
次
の

内
容
の
申
し
入
れ
書
を
提
出
し
、

本
委
員
会
の
調
査
を
終
了
し
ま
し

た
。
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小
郡
市
議
会
の
簡
保
レ
ク

セ
ン
タ
ー
跡
地
利
用
に
関
す

る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
検

討
を
重
ね
た
結
果
、
次
の
よ

う
な
結
論
に
達
し
ま
し
た
の

で
、
今
後
こ
の
筑
後
小
郡
簡

保
レ
ク
セ
ン
タ
ー
跡
地
利
用

に
つ
い
て
県
と
協
議
さ
れ
る

と
き
は
十
分
配
慮
さ
れ
る
よ

う
申
し
入
れ
し
ま
す
。
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１
、
現
存
す
る
緑
を
最
大
限

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

行
う
こ
と
。

２
、
三
国
が
丘
駅
か
ら
九
州

歴
史
資
料
館
へ
の
ア
ク
セ

ス
道
路
を
確
保
す
る
こ
と
。
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１
、
遊
歩
道
の
整
備
を
早
急

に
行
う
こ
と
。
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